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○越前市重症心身障害児 (者 )福祉手当支給条例  

平成１７年１０月１日  

条例第１０３号  

改正 平成２５年３月２９日条例第４号  

(目的 )  

第１条 この条例は、重症心身障害児 (者 ) (以下「障害児 (者 )」という。 )に対し、

重症心身障害児 (者 )福祉手当 (以下「手当」という。 )を支給することにより、障

害児 (者 )の福祉増進を図ることを目的とする。  

(定義 )  

第２条 この条例において「障害児 (者 )」とは、次の各号のいずれかに該当する

者で、本市に居住するものをいう。  

(１ ) 身体障害者福祉法 (昭和２４年法律第２８３号 )第１５条第４項の規定に

より身体障害者手帳の交付を受けた者又はその保護者が交付を受けた者 (以下

「身体障害者手帳所持者」という。)で、身体障害者福祉法施行規則 (昭和２５

年厚生省令第１５号 )別表第５号 (以下「省令別表」という。 )に定める等級が

３級以上に該当し、かつ、児童福祉法 (昭和２２年法律第１６４号 )第１２条に

規定する児童相談所 (以下「児童相談所」という。 )又は知的障害者福祉法 (昭

和３５年法律第３７号 )第１２条に規定する知的障害者更生相談所 (以下「知的

障害者更生相談所」という。 )において規則で定める障害の程度と判定された

もの  

(２ ) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において規則で定める障害の程度

と判定された者  

(３ ) 身体障害者手帳所持者で、省令別表に定める等級が２級以上に該当するも

の  

(受給者 )  

第３条 本市は、本市に居住する障害児 (者 )と同居して、これを介護し、かつ、

生計を維持する者に手当を支給する。ただし、前条第３号に該当する者のうち、

成年被後見人でない２０歳以上の者については、当該障害者に手当を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず障害児 (者 )が、次の各号のいずれかに該当するとき
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は、手当を支給しない。  

(１ ) 社会福祉法 (昭和２６年法律第４５号 )第２条に規定する第１種社会福祉

事業の施設 (重症心身障害児又は進行性筋萎縮症者を入所させ、必要な治療、

訓練及び生活指導を行う独立行政法人国立病院機構に属する医療施設を含

む。 )に入所しているとき。  

(２ ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和３９年法律第１３４号。以

下「特児法」という。 )第３条に規定する特別児童扶養手当、同法第１７条に

規定する障害児福祉手当又は同法第２６条の２に規定する特別障害者手当を

受けることができるとき。  

(３ ) 国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和６０年法律第３４号 )附則第９

７条に規定する福祉手当を受けることができるとき。  

(４ ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 (昭和５０年政令第２０７

号 )第１１条各号に規定する給付を受けることができるとき。  

(平２５条例４・一部改正 )  

(手当の額 )  

第４条 手当の額は、障害児 (者 )１人につき、月額３，０００円とする。  

(申請及び認定 )  

第５条 手当の支給要件に該当する者 (以下「受給資格者」という。 )が手当を受

けようとするときは、受給申請をし、市長の認定を受けなければならない。  

(支給期間及び支払時期 )  

第６条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による申請をした日の属する月

の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。  

２ 手当は、毎年３月及び９月の２期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただ

し、前支払期に支払うべきであった手当又は支給事由が消滅した場合における

その期の手当は、その支払期でない月であっても支払うものとする。  

(支給の制限及び停止 )  

第７条 市長は、受給者が、特児法第２０条又は第２１条に該当するときは、そ

の年の８月から翌年の７月までの手当の支給を制限する。  

２ 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を停止
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することができる。  

(１ ) 正当な理由がなく第１０条に規定する命令に従わないとき。  

(２ ) 受給資格者が当該障害児 (者 )の介護を著しく怠っているとき。  

(受給権の消滅 )  

第８条 受給権は、障害者が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき消滅す

る。  

(１ ) 死亡したとき。  

(２ ) 第２条各号のいずれかに該当しなくなったとき。  

(３ ) 本市に居住しなくなったとき。  

(４ ) 第３条第２項各号に該当するようになったとき。  

(手当の返還 )  

第９条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段をもって手当の支給を受けたと

きは、その者に対して既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることが

できる。  

(調査等 )  

第１０条 市長は、必要があると認めたときは、受給資格者に対して受給資格の

有無のために必要な事項に関する書類その他を提出させ、又はこれらの事項に

関し調査をすることができる。  

(委任 )  

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附 則  

(施行期日 )  

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。  

(経過措置 )  

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の武生市重症心身障害児 (者 )福祉

手当支給条例 (昭和４４年武生市条例第２０号 )の規定によりなされた処分、手続

その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。  

附 則 (平成２５年３月２９日条例第４号 )  

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  


